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業務委託仕様書 

 

１ 件名 

さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務（健康状態不明者） 

  

２ 履行予定期間 

 契約締結日から令和９年３月２５日まで 

  

 

３ 履行場所 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４ 

さいたま市福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課外 

 

４ 業務予定件数 

 業務の予定件数は次のとおりとする。 

 

A) 事業案内文書等の送付 1,000 件 

B) 事前アンケート未返信者へ再送付 800 件 

C) 事前アンケート返信者へ電話連絡及び電話指導 200 件 

D)  訪問指導の実施 140 件 

①訪問希望者に対し訪問指導 再掲 20 件 

②事前アンケート再送付の未返信者（※1）へ訪問 再掲 120 件 

E)  保健指導終了者へ事業評価アンケート送付 50 件 

（※1）市が指定する行政区域の対象者。予定件数のため、前後する可能性あり。 

 

５ 業務内容 

 さいたま市（以下「発注者」という。）は、受注者に対し、次に掲げる業務を委託す

る。事業の詳細や業務の遂行上、必要な事項については、特記仕様書を参照すること。 

（１） 事業案内文書等の送付 

（２） 事前アンケート未返信者へ再送付 

（３） 返送された事前アンケート等の集計・分析 

（４） 保健指導（電話・訪問） 

（５） 中間報告 

（６） 事業評価アンケートの送付・集計 

（７） 指導結果最終報告書の作成及び提出 
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６ 指導員 

  指導を行う指導員は、保健師、看護師、栄養士の資格を有する者の中から受注者

が指定し、本業務の実施に必要な期間従事させるものとする。 

 受注者は、指導員の氏名、職種及び資格履歴を記載した「指導員名簿」を作成し、

発注者に提出する。事業の途中で指導員に変更があった場合も同様とする。 

 

７ 支払い 

  受注者が、完了検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料（契約時に定

めた単価に件数を乗じた額）の支払いを請求するものとする。発注者は、支払い請求

があったときは、請求を受けた日から起算して３０日以内に支払わなければならない。 

 

８ 第三者委託 

（１）  受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、流行性疾病、災害、その他業務継続の観点から、あらかじめ書面によ

り発注者と協議し、承認を得た場合はこの限りでない。 

（２） 前項ただし書により発注者が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義

務を負うものとし、受注者は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措

置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。 

（３） （１）により発注者が承認した場合でも、受注者は、発注者に対し、承認を得

た第三者の行為について全責任を負うものとする。 

 

９ その他 

（１） 受注者は、本業務の実施にあたり、条例、規則、関係法令を十分に遵守するこ

と。 

（２） 物品の購入には、さいたま市グリーン購入推進基本方針の内容を満たすこと。 

（３） 本業務の遂行にあたっては、発注担当者と十分な打ち合わせを行い、必要な場

合には協議し、本業務を誠実に履行すること。 

（４） 仕様書に記載のない事項、法令により義務付けられている事項及びその他の事

項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含

まれるものとする。疑義の生じた場合には、発注者と受注者で協議し取り決める。 

（５） 受注者は、本業務の遂行において事故や問題を発生させないよう十分に注意し

なければならない。 

（６） 受注者は、各業務上緊急に必要と認められるときは臨機の措置を行い、かつ措

置について発注者に遅滞なく報告する。 

（７） 受注者は、業務上知り得た発注者の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。

このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 

（８） 受注者は、業務の実施にあたって、発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、

5



 

3 
 

発注者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 

（９） 受注者は、本業務が極めて重要かつ多数の個人情報を扱うことなどに十分留意

し、万全の注意を払う。 

（１０）履行期間中、発注者は受注者作業所内に立入検査を行うことができるものと

する。 

（１１）受注者は、指導の実施に当たって対象者等との間で問題が発生した場合は、

責任を持って対処しなければならない。また、速やかに発注者に報告し、必要に応じ

て対応を協議することとする。 

（１２）受注者及び指導員は、指導の対象者から謝礼等の名目でいかなる金品も受け

取ってはならない。また、指導に関連して勧誘や物品の販売等も行ってはならない。 

（１３）受注者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権

に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努

めること。 

（１４）その他本業務委託契約書及び仕様書に記載のない事項に関して疑義が生じた

場合は、発注者と受注者が協議して取り扱うこととする。 
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【特記仕様書】 
 

さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導業務  

（健康状態不明者） 

 

１ 業務の目的 

健診や医療、介護サービス等につながっておらず、健康状態が不明な高齢者や閉じ

こもりの可能性がある高齢者の健康状態等を把握し、必要なサービスへ接続すること

により、被保険者の健康維持やフレイル予防を通じた健康寿命の延伸を図ることを目

的とする。 

 

２ 業務内容 

⑴ 事業案内文書等の送付 

受注者は、発注者から提供される「対象者一覧」に記載された対象者に対し、以下の

文書を送付する。 

（送付物の内容） 

ａ 事業案内文書（本事業の趣旨説明及び下記ｂ・ｃの提出を依頼するための文書） 

ｂ 参加意向確認書・個人情報に関する同意書（本事業の参加の意向を確認するため

の書類及び個人情報を必要に応じて関係機関等へ提供することについての同意

書） 

ｃ 事前アンケート（現在の健康状態や生活状況等を確認するためのもの） 

ｄ 介護予防に関するリーフレット（発注者が用意するもの） 

ｅ 返信用封筒 

（留意事項） 

ａ 上記送付物及び送付に係る封筒は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。

また、作成にあたっては、問合せ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を

記載すること。 

ｂ 事業案内文書と参加意向確認書は、本事業に希望しやすい文書となるよう工夫し、

回答（回収）率が上がるよう文書を工夫すること。 

ｃ 送付物の送付及び返信に係る送料は、受注者が負担すること。 

ｄ 対象者からの事業に関する問合せに対応すること。 

ｅ 対象者からの問合せ内容について、件数・内容を記録し、中間報告及び最終報告

の際に、発注者に報告すること。報告の様式については、発注者と相談のうえ、受

注者が作成すること。 
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⑵ 事前アンケート未返信者へ再送付 

受注者は、⑴で事前アンケートの発送後、提出期限を経過しても返信のない対象者

に対し、２回目のアンケートを送付する。２回目も⑴と同じ事前アンケートを送付す

る。 

（留意事項） 

ａ ⑴に準ずる。 

ｂ 文書の内容等については、発注者と相談のうえ、簡略化することも可能とする。 

 

⑶ 事前アンケートの集計・分析及び結果報告 

① 事前アンケートの集計・分析 

受注者は、対象者から返信された事前アンケートを速やかに集計・分析し、保健指

導の同意等について取りまとめる。 

（留意事項） 

ａ 保健指導を希望した対象者（以下、「対象者」という。）について、事前アンケー

トをもとに健康課題等が見受けられる箇所について分析し、指導内容について検

討する。 

ｂ 事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者についても同様に健康課

題等が見受けられる箇所について分析を行い、報告する。 

ｃ 保健指導を希望した対象者のうち、訪問希望ありの場合は訪問日の日程調整を行

い、電話指導希望ありの場合は電話指導へ切り替えて対応するものとする。 

ｄ 事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者に対し、事業への参加勧奨

及び医療機関への受診勧奨を目的とした電話連絡を計画する。 

 

② 事前アンケートの結果報告 

受注者は、①の結果について取りまとめた「事前アンケート結果報告書」を作成し、

指定の期日までに発注者へ提出すること。 

（留意事項） 

ａ 事前アンケート結果報告書は、返信があった事前アンケートの原本、事前アンケ

ートの集計結果、指導対象者一覧、不参加希望者及び未返信者への電話連絡一覧

を一式として提出すること。 

ｂ 指導対象者一覧、不参加希望者及び未返信者への電話連絡一覧には、①にて検討

した指導内容についても記載すること。 

ｃ 事前アンケート結果報告書一式は、紙媒体で１部及びワードやエクセルなど編集可

能な電子記録媒体（パスワードロック使用）で１部提出すること。 

ｄ 事前アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成

すること。 

ｅ 発注者は、受注者から提出されたアンケート未返信者一覧をもとに、訪問指導を行
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う対象者を選定し、受注者に訪問指導対象者一覧（アンケート未返信者）を提供す

る。 

 

⑷ 保健指導不参加希望の返信者への電話連絡 

受注者は、事前アンケートの返信のあった保健指導不参加希望者に対して、電話連

絡を行い、事業への参加勧奨を行う。 

電話連絡の時点で、電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応

する。電話指導の際には、返信のあった保健指導不参加希望者については「事前アン

ケート」の回答内容を踏まえたうえで、生活状況や健康状態等を確認し、概ね次の事

項について、必要に応じた説明及び指導を行う。 

参加勧奨をしても、参加の意向が得られない者に対しては、後期高齢者健康診査の

受診勧奨を行う。指導の有無にかかわらず、電話連絡の内容については記録に残すこ

と。 

 

（説明・指導事項） 

⑸の（説明・指導事項）に準じる。 

（留意事項） 

⑸の（留意事項）に準じる。 

 

⑸ 訪問指導の実施（希望者は電話指導へ切り替える） 

①訪問希望者へ訪問 

受注者は、訪問指導を希望した対象者に対し、速やかに電話で日程調整を行い訪

問する。 

②事前アンケート再送付未返信者へ訪問 

受注者は、訪問指導対象者一覧（アンケート未返信者）に記載された対象者を訪問

する。訪問しても不在の場合には、受注者への電話連絡を求めた不在票を投函する。

折り返しの電話連絡があった場合には、電話で日程調整を行い再度訪問する。ただ

し、対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、指導は行わない。 

 

訪問の際には「事前アンケート」「二次設問票」を使用して、生活状況や健康状態を

確認したうえで、概ね次の事項について、必要に応じた説明及び指導を行う。 

電話連絡の時点で、電話での指導を希望した場合には、電話指導に切り替えて対応

し、経緯を「二次設問票」に記載する。 

 

（説明・指導事項） 

ａ 指導希望者については、事前アンケート結果をもとに、追加の聞き取りが必要な

項目について、二次設問票を用い、聞き取りのうえ、記録すること。返信された事
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前アンケートに未記載があった場合、対象者に聞き取りのうえ、記載すること。な

お、対象者が記載したものと区別がつくようインクの色を変更し、指導員が追記

した旨を記すこと。 

ｂ アンケート未返信者については、事前アンケートの質問項目を聞き取りのうえ、

記載すること。なお、対象者が記載したものと区別がつくよう指導員が記載した

旨等を記すこと。 

ｃ ａまたはｂにより聞き取りした内容をもとに、本人の課題に応じた個別目標を立

案し、目標達成に向け、重症化予防やフレイル予防の視点に準じた保健指導を行

うこと。 

ｄ 「二次設問票」の様式は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。 

ｅ 二次設問票で以下のア～オに該当する場合には、対象者に該当項目につながるよ

う紹介すること。 

＜医療面＞ ア 心配な症状がある場合、医療機関への受診勧奨 

イ 健康診断の受診勧奨 

＜介護面＞ ウ 必要な者には介護保険制度の説明 

エ さいたま市地域包括支援センターの紹介 

オ 市の事業紹介 

ｆ 指導員が訪問時に感じた、本人の印象や気になった状況なども記録に残すこと。 

ｇ 事業実施にあたって得た個人情報を、必要に応じて埼玉県後期高齢者医療広域連

合・さいたま市関係各課等、必要な機関に提供することについて説明すること。事

前アンケート受領の際に個人情報に関する同意書の提出がない場合で、対象者か

ら同意が得られた場合は、訪問指導においては同意書を徴取のうえ、その結果を

「二次設問票」に記載し、電話指導においては、口頭により同意が得られた旨を

「二次設問票」に記載すること。 

ｈ 対象者が理解しやすいよう、説明・指導にあたっては適切な教材を用いて実施す

ること。電話指導の場合には、説明・指導で用いた当該教材を送付すること。 

 

（留意事項） 

ａ 訪問（電話）を行う時間帯や説明内容については、対象者が高齢者であることを

踏まえて十分に配慮すること。 

ｂ 電話での日程調整、訪問（電話）指導を実施する曜日は、土日祝日を除く平日と

すること。 

ｃ 電話連絡が取れない場合や未返信者への訪問は、時間帯や曜日を変えて、最低２

回は連絡（訪問）するものとし、その結果を記録に残すこと。 

ｄ 対象者から保健指導を拒絶する旨の意思表示があった場合は、その時点で指導を

行わないこととし、その後は一切の電話連絡、訪問指導を行わないこと。 

ｅ 指導拒否となった者については、その理由を可能な限り聞き取り、人数・理由・
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対象者情報について発注者に報告すること。報告の様式については、発注者と相談

のうえ、受注者が作成すること。 

ｆ 上記の報告を受け、発注者が「対象者一覧」の見直しを行うこととする。 

ｇ 指導の際は、画一的な説明及び指導にとどめず、対象者の状況及び特性に応じて

健康増進や必要な受診の勧奨、不安の除去等につながる支援を行うこと。 

ｈ 特定の医療機関について、受診を推奨したり、批評したりしないこと。 

ⅰ 対象者が必要な医療を受けることを妨げないように注意すること。 

Ｊ 指導員は、対象者の健康状態等（精神的な不安を含む。）において緊急の支援を 

必要と判断した場合は、ただちに受注者を通じ、又は直接、発注者に連絡し、その

状況を伝達すること。また、その対応については、対象者へ説明すること。 

ｋ 指導員は、指導を行った対象者ごとに、指導の状況を「二次設問票」に記録する

こと。 

ｍ 次回指導について拒否のあった場合には、理由を可能な限り聞き取り、人数・理

由・対象者情報について、以下の⑹中間報告の際に発注者に報告すること。 

l 訪問指導員は、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン 第 3 版」の別添

「後期高齢者の質問票の解説と留意事項」やさいたま市が実施する福祉・介護サ

ービス等について、事前に把握した上で訪問指導を行うこと。 

n 保健指導を行う回数は、対象者１人につき１回までとすること。 

o 訪問指導員は、受注者の従事者であることを示す身分証を必ず携行し、対象者へ

提示すること。 

p 訪問時は、対象者及び訪問指導員に事故のないよう注意すること。 

 

⑹ 中間報告（集計・分析・報告書作成） 

受注者は、上記⑸までの業務が完了したのち、「中間報告書」を作成し、何らかの指

導が行えた対象者の「個別支援票」と合わせて発注者へ提出すること。 

（留意事項） 

ａ 中間報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者が作成すること。 

ｂ 中間報告書は、対象者への指導の実施状況（指導に関して拒否の場合は理由も含

める）、個別支援票による聞き取り内容、指導による意識の変化等について集計し

たうえで、必要な分析を加えて作成すること。 

ｃ 中間報告書及び個別支援票は、紙媒体で１部及びワードやエクセルなど編集可能

な電子記録媒体（パスワードロック使用）で１部提出すること。 

ｄ 中間報告書を使用する権利は、発注者に属するものとする。 

 

⑺事業評価アンケートの送付 

指導実施者（対象者）に対して、事業評価アンケート、返信用封筒を送付する。 

（留意事項） 
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ａ 送付物及び送付に係る封筒は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。ま

た、作成にあたっては、問合せ先として受注者及び発注者の名称及び連絡先を記載す

ること。 

ｂ 事業評価アンケートを送付する時期は、発注者と相談して決めること。 

ｃ 送付物の送付及び返信に係る送料は、受注者が負担すること。 

 

(8) 事業評価アンケートの集計・分析及び結果報告 

は、対象者から返信された事業評価アンケートの結果について集計・分析し、アン

ケートの原本と一緒に最終報告として提出すること。 

（留意事項） 

ａ 事業評価アンケート報告書一式は、紙媒体で１部及びワードやエクセルなど編集

可能な電子記録媒体（パスワードロック使用）で１部提出すること。 

ｂ 事業評価アンケート結果報告書の様式については、発注者と相談のうえ、受注者

が作成すること。 

 

(9) 最終報告 

受注者は、健康状態不明者対策の全ての業務が完了したときは、すみやかに本業務

の成果品として「最終報告書」を作成し、対象者全員の「事前アンケート（追記後）」

「個別支援票」「事業評価アンケート」と併せて発注者に提出する。 

（留意事項） 

ａ 最終報告書は、対象者の健康状態、生活状況、訪問（電話）指導による意識の変

化等について集計したうえで、必要な分析及び評価を加えて作成すること。 

ｂ 最終報告書の様式は、発注者と協議のうえ、受注者が作成すること。 

ｃ 最終報告書及び併せて提出する書類は、紙媒体で１部及びワードやエクセルなど

編集可能な電子記録媒体（パスワードロック使用）で１部提出すること。 

ｄ 最終報告書を使用する権利は、発注者に属するものとすること。 
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内容 対応 実施内容

６月 下旬 対象者の抽出
国保年金課

いきいき長寿推進課
①　７６～７９歳のうち、前年度・前前年度医療機関未受診（健診も含む）及び介護保険サービス未利用者を抽出
②　事業者に「対象者一覧（１０００件）」を提供する

上旬 様式の作成 事業者

①　事業案内文書・相談申込書
②　はつらつ健康アンケート
③　封筒・返信用封筒
④　中間報告書
⑤　事業評価アンケート　　　　　　をいきいき長寿推進課と協議の上、作成する。
⑥　指導結果最終報告書

下旬 通知送付 ①事業案内文書・相談申込書、②はつらつ健康アンケート、③返信用封筒、市介護予防パンフレットを対象者に送付する。

集計分析
【アンケート返信あり】の方は、返信された「はつらつ健康アンケート」を集計し、対象者ごとに健康課題等が見受けられる箇所に
ついて分析した上で、指導内容について検討する（約２００件予定）

再送付 アンケート未返信者に対して、事業案内文書、アンケートを再送付する。

事業者 　はつらつ健康アンケート（原本）、指導対象者一覧（案）を含めた中間報告書をいきいき長寿推進課に提出し、中間報告を行う。

いきいき長寿推進課 　対象者ごとに検討された指導内容を確認し、必要箇所については追加する。

電話連絡
（アンケート

返信者）
事業者

指導を希望しない方には電話による指導を提案する。訪問指導を希望された方には訪問日程調整。電話指導を希望された方には、こ
の電話にて電話指導を行う（保健指導１回）。当日都合の悪い方には電話指導の日程を調整する。電話での指導も拒否された方には
介入終了とする。

電話指導① 事業者

アンケート返信者の内、電話連絡から電話指導を希望したものに対し実施する。（保健指導は１回）

①　下記の訪問指導と同様に(１)～(３)を実施しする。
②　継続的な支援を希望する場合には、本人の情報を報告し、区役所や地域包括支援センターから
　　連絡が入る可能性があることを伝える。
③　事業評価アンケートと資料を送付。アンケート協力について返信をお願いする。

訪問指導①
訪問希望者・
（市の指定す
る行政区の未

返信者）

事業者

【訪問指導希望者（２０件）、モデル３区のアンケート返信なし対象者（１２０件）　約１４０件（予定）】
　訪問指導の希望者へ、日程調整のうえ訪問。事業評価アンケート回収。
　アンケート未返信の対象者に対し、個別訪問し状況確認、保健指導を行う。

①　はつらつ健康アンケートの結果、資料等用いて保健指導を実施する。
　(１)アセスメント：はつらつ健康アンケートの内容から、二次設問が必要な選択肢の項目に該当する
　　　　　　　　　箇所について、二次設問票を用いて聞き取りを行う。その際、はつらつ健康アン
　　　　　　　　　ケートにて未記入の項目についても聞き取りを行う。
　(２)保健指導　　：二次設問票で聞き取った内容に応じて、保健指導を行う。指導項目に応じて、
　　　　　　　　　関連する情報を提供する。
　　　　　　　　　医療面：（１）心配な症状がある場合、医療機関への受診
　　　　　　　　　　　　　（２）健康診断の受診勧奨
　　　　　　　　　介護面：（３）必要な方には介護保険制度の説明
　　　　　　　　　　　　　（４）地域包括支援センターの紹介
　　　　　　　　　　　　　（５）市の事業紹介
　(３)指導記録　　：ａ.はつらつ健康アンケートに保健指導を行った内容を記載する。なお、対象者が
　　　　　　　　　　　指導前に記載した内容と区別ができるよう記載する。
　　　　　　　　　   ｂ.二次設問票
②　事業評価アンケートの協力についてお願いする。
③　継続的な支援を希望する場合には、本人の情報を報告し、区役所や地域包括支援センターから
　　連絡が入る可能性があることを伝える。

１月 下旬 集計分析 事業者 　指導終了者の事後アンケートを集計する。

評価・分析 事業者 　電話及び訪問による保健指導の効果（対象者の介入による効果や事業全体の評価）等の分析。

下旬 完了報告 事業者
　指導結果最終報告書、はつらつ健康アンケート（追記後）、二次設問票、事業評価アンケート及び訪問また
　は電話指導に用いた記録一式をいきいき長寿推進課に提出し、完了報告を行う。

１０月
上旬～中

旬

１０月
～１２月

３月

令和８年度はつらつ健康調査（さいたま市保健事業と介護予防の一体的実施個別指導事業）　スケジュール

時期

７月～
９月

事業者

９月～１０月

中間報告

時期については目安であり、発注者と受託者で適宜、協議しすすめていく。
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